
日医発 2047 号（地域） 
令和８年３月２４日 

 
都道府県医師会 
担当理事 殿 

 
公益社団法人日本医師会     

常任理事  今 村 英 仁 
常任理事  坂 本 泰 三 

（ 公 印 省 略 ） 
 
 
「医療法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う厚生労働省関係省令の改正について 
（医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機関の拡大等、外来医師過多区域に 
 おける新規開業希望者への地域で必要な医療機能の要請等、病床数の適正化等） 

 
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
さて、令和 7 年 12 月 12 日に公布された「医療法等の一部を改正する法律」につきまし

ては、先般、同年 12 月 16 付日医発 1511 号（地域）の文書を以てご連絡申し上げたところ
であります。 

今般、同法の一部が本年 4 月 1 日より施行されるに伴い、厚生労働省関係省令が改正され
るとともに関係通知が 3 点発出され、本会に対してもその周知方依頼がありましたので、取
りまとめて貴会にお送りいたします。 

なお、本件につきまして、下記の通り大きく 3 点に分けてご案内申し上げます。 
つきましては、貴会におかれましても本件について御了知いただくとともに、貴都道府県

行政等との早期の関連協議をしていただきますようお願いいたします。また、貴会管下郡市
区医師会等への周知方につきご高配のほどお願い申し上げます。 

 
 

記 
 
1．医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機関の拡大等 

【厚生労働省通知 A を参照】 
・「医師少数区域等認定医師」の認定要件のうち、医師の確保を図るべき区域において診



療等に従事した期間を６か月以上から１年以上に延長 
・上記対象区域として、都道府県が定める重点医師偏在対策区域を追加 
・医師少数区域等認定医師を管理者とする病院について、現行の地域医療支援病院に加

え、公的医療機関及び国立病院機構･地域医療機能推進機構･労働者健康安全機構の開
設する病院を追加 

・医師少数区域等認定医師でない者を管理者とすることができる場合を規定 
 

2．外来医師過多区域における新規開業希望者への地域で必要な医療機能の要請等 
【厚生労働省通知 A・B を参照】 

・厚生労働省が外来医師過多区域の候補区域を提示 （外来医師偏在指標（全国平均値に
標準偏差の 1.5 倍を加えた値以上）及び可住地面積当たり診療所数全国上位 10％以
上） 

・都道府県は、候補区域より、外来医師過多区域を指定（医療圏全体、一部の市区町村
や地区とすることも可能） 

なお、外来医師過多区域の指定に際して、必ずしも医療審議会等の協議会に諮るこ
とを求めるものではないが、都道府県において、必要に応じて、診療に関する学識経
験者の団体（都道府県医師会や関係郡市区医師会等）その他の医療関係者、医療保険
者その他の関係者との協議を踏まえて指定されたいとされている。 

・都道府県は、外来医療の協議の場において関係者との協議を行い、その結果を取りま
とめて公表する事項として、外来医師過多区域において「地域において特に必要とさ
れる外来医療」（地域外来医療）を追加 

なお、外来医療の協議の場の効果的・効率的な運用の観点から、必要に応じて外来
医療に関する協議の場の下にワーキング等を設置することが考えられるとされてい
る。 

・外来医師過多区域に無床診療所を開設しようとする者は、開設する日の 6 か月前まで
に事前届出を行う 

・事前届出事項、及び事前届出の例外となる「やむを得ない場合」を規定 
・地域外来医療の提供をしない意向を示しているとき等の外来医療の協議の場への参加

等の求め、要請・勧告、諸手続き 
 

3．病床数の適正化【厚生労働省通知 A・C を参照】 
・都道府県は、医療機関が緊急に病床数を削減することを支援する事業（令和 7 年度補

正予算案に補助事業を計上）に基づいて病床数を削減したときに基準病床数を削減す
るものとされているが、その対象外となる場合を規定 



事 務 連 絡 

令 和 ８ 年 ３ 月 1 9日 

公益社団法人日本医師会 御中 

厚生労働省医政局地域医療計画課 

「医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整

備等に関する省令」の公布について 

 標記について、別添のとおり、各都道府県知事、保健所設置市長、特別区長、

地方厚生（支）局長宛てに通知を発出しましたので、その内容について御了知

いただくとともに、貴下団体会員等に対する周知方よろしくお取り計らい願い

ます。 

A
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医政発 0319第 17号 

保発 0319 第 10 号 

令和８年３月 19 日 

 

都道府県知事  

保健所設置市長  

特別区長 

地方厚生（支）局長 

都道府県後期高齢者医療広域連合事務局長 

社会保険診療報酬支払基金理事長 

全国健康保険協会理事長 

健康保険組合理事長  

健康保険組合連合会長 

 

 

 

厚生労働省医政局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

厚生労働省保険局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備

等に関する省令の公布について 

 

 

医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整

備等に関する省令（令和８年厚生労働省令第28号）については、本日、別添のと

おり公布され、順次施行される。改正の趣旨及び内容等については下記のとお

りであるので、御了知の上、関係医療機関等に周知いただくようお願いする。 

 

記 

 

第１ 改正の趣旨 

  医療法等の一部を改正する法律（令和７年法律第 87号）の施行に伴い、厚

殿 
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生労働省関係省令の整備を行う。 

 

第２ 改正の主な内容 

１ 医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）（第１条関係） 

⑴  医師の確保を特に図るべき区域における経験を有する臨床研修等修

了医師（⑶において「医師少数区域等認定医師」という。）の認定の要件

のうち、医師の確保を図るべき区域において診療等に従事した期間につ

いて、現行の６か月以上の期間から、１年以上の期間に延長するほか、

対象区域として、医療法（昭和23年法律第205号）第30条の４第２項第11

号イ⑵に規定する都道府県が重点的に医師の確保を図る必要がある区

域として厚生労働大臣が定める基準を参酌して定める区域を追加する。 

⑵  開設許可の申請及び診療所開設の届出事項について、外来医師過多区

域（医療法第30条の18の６第１項の指定を受けた区域をいう。以下同じ

。）に診療所（医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を

有しないものに限る。）を開設する場合には、外来医師過多区域における

診療所開設に係る事前届出、医療法第30条の18の６第４項の協議の場に

おける協議及び同条第６項の規定による要請に係る事項を求めること

とする。 

⑶  医師少数区域等認定医師を管理者とする病院について、現行の地域医

療支援病院に加え、医療法第31条に規定する公的医療機関である病院、

独立行政法人国立病院機構の開設する病院、独立行政法人地域医療機能

推進機構の開設する病院及び独立行政法人労働者健康安全機構の開設

する病院を追加する。 

 また、上記病院が、臨床研修等修了医師であって医師少数区域等認定

医師でないものを管理者とすることができる場合として、６か月以上医

師少数区域等で勤務（医師少数区域等での勤務に係る６か月以内の期間

は、臨床研修の期間も含めることが可能。医師少数区域等以外の区域の

臨床研修病院等で指導医として勤務している場合も６か月以内に限り

含めることが可能。）かつ１年から当該機関勤務期間を引いた残りの期

間、地域医療対策協議会において調整された医師派遣や、地域医療対策

協議会で認められた管理者に求められる幅広い経験をした者として、都

道府県知事が認めるものに病院を管理させる場合とする。 

⑷  外来医師過多区域における地域外来医療の要請等に関し、 

 ・ 当該区域の指定にあたって、その基準として外来医師偏在指標（全

国平均値に標準偏差の1.5倍を加えた値以上）及び可住地面積当たり

診療所数全国上位10％以上を用いる旨を規定する。 

 ・ 医療法第30条の18の６第３項に規定する厚生労働省令で定める診療

所開設に係る事前届出の例外となる「やむを得ない場合」は、以下の
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とおりとする。 

 ⅰ 外来医師過多区域における診療所（医業を行う場所であって、患

者を入院させるための施設を有しないものに限る。以下この⑷にお

いて同じ。）の廃止が予期されなかったものである場合であって、そ

の開設者以外の者が当該診療所の所在地で直ちに診療所を開設し

ようとすることについてやむを得ない事情があると当該診療所の

開設地の都道府県知事が認める場合 

  ⅱ 都道府県その他の行政機関の求めに応じて外来医師過多区域に

おいて診療所を開設しようとする場合であって、当該診療所を開設

する日の６か月前までに医療法第30条の18の６第３項の届出を行

うことができないことについてやむを得ない事情があると当該診

療所の開設地の都道府県知事が認める場合 

  ⅲ これらのほか、やむを得ない事情があると当該診療所の開設地の

都道府県知事が認める場合 

・ 医療法第 30 条の 18 の６第３項に規定する厚生労働省令で定める診

療所開設に係る事前届出事項は以下のとおりとする。 

ⅰ 届出者の住所及び氏名（法人であるときは、その名称及び主たる

事務所の所在地） 

ⅱ 診療所を開設しようとする者が届出者以外の者であるときは、そ

の開設しようとする者の住所及び氏名（法人であるときは、その名

称及び主たる事務所の所在地） 

ⅲ 開設予定の診療所の名称 

ⅳ 開設予定の場所 

ⅴ 診療を行おうとする科目 

ⅵ 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員 

ⅶ 開設の予定年月日 

ⅷ その開設予定の場所に係る外来医師過多区域における医療法第

30 条の 18 の５第１項第１号イに規定する地域外来医療（以下単に

「地域外来医療」という。）の提供に関する意向の有無 

ⅸ 地域外来医療を提供する意向があるときは、提供する予定の地域

外来医療の内容（当該提供の頻度及び時期に関する事項を含む。） 

ⅹ 地域外来医療の提供に関する意向がないときは、その理由 

・ 医療法第 30 条の 18 の６第４項に規定する厚生労働省令で定める者

は、外来医師過多区域において診療所を開設しようとする者又は診療

所を開設した者であって、以下に掲げる者とする。 

ⅰ 医療法第 30条の 18の６第３項の届出を行わなければならなかつ

た者であって、当該届出を行わなかった者 
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ⅱ 外来医師過多区域における診療所の廃止が予期されなかったもの

である場合であって、その開設者以外の者が当該診療所の所在地で

直ちに診療所を開設しようとすることについてやむを得ない事情

があると当該診療所の開設地の都道府県知事が認める場合に該当

する者 

ⅲ 都道府県その他の行政機関の求めに応じて外来医師過多区域にお

いて診療所を開設しようとする場合であって、当該診療所を開設す

る日の６か月前までに医療法第 30条の 18の６第３項の届出を行う

ことができないことについてやむを得ない事情があると当該診療

所の開設地の都道府県知事が認める場合又はこれらのほか、やむを

得ない事情があると当該診療所の開設地の都道府県知事が認める

場合に該当する者であって、当該診療所の開設地の都道府県知事が

医療法第 30条の 18の６第３項の届出が必要であると認めた者 

⑸ その他所要の改正を行う。 

 

２ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規

則（平成元年厚生省令第34号）（第２条及び第３条関係） 

⑴ 医療機関が地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関す

る法律（平成元年法律第 64号。以下「総確法」という。）第７条の２第

１項の事業に基づき病床の数を削減したときに、都道府県が同条第２項

の規定により医療計画において定める基準病床数を削減する場合から、

以下の病床の数を削減した場合を除くこととする規定を新設する。 

・  医療法第 30条の４第 10項から第 12項までの規定に基づき行った

許可に係る病床の数（医療法施行令（昭和 23年政令第 326号）第５

条の３第２項若しくは第５条の４第２項の規定に基づき厚生労働大

臣の同意を得た数又は同令第５条の４の２第２項に基づき都道府県

知事が必要と認めた数を超えるときは当該厚生労働大臣の同意を得

た数又は当該都道府県知事が必要と認めた数に限る。） 

・  次に掲げる病床の数 

ⅰ 医療法施行規則第 30 条の 33 第１項第１号に規定する病院又は

診療所の病床の数（当該病床の種別ごとに総確法第７条の２第１

項に規定する事業に基づき削減した病床数に１から同号の式によ

り算定した数を控除した数（当該数が、0.95以上であるときは１）

を乗じて得た数に限る。） 

ⅱ 放射線治療病室の病床の数 

ⅲ 国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床の数 
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ⅳ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察

等に関する法律（平成 15年法律第 110号）第 16条第 1項の規定

により厚生労働大臣の指定を受けた指定入院医療機関である病院

の病床の数（同法第 42条第 1項第 1号又は第 61条第 1項第 1号

の決定を受けた者に対する同法による入院による医療に係るもの

に限る。） 

・  国家戦略特別区域法（平成 25 年法律第 107 号）第 14 条第 1 項の

規定に基づき行った許可に係る病床の数（同条第２項に規定する病

床の数を超えるときは当該数に限る。） 

・  良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を

改正する法律（平成 18 年法律第 84 号）附則第３条第１項及び第２

項各号に規定する病床の数 

⑵ 令和９年４月１日に総確法第７条の２の規定が削除されることに伴い、

⑴の規定を削除する。 

⑶ その他所要の改正を行う。 

 

３ 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に

関する省令（昭和 32年厚生省令第 13号）（第５条関係） 

⑴  保険医療機関の指定の申請等の際に、当該保険医療機関の管理者とな

ろうとする者が健康保険法第 70 条の２第１項に掲げる要件のいずれに

も該当することを証する書類の添付を求めることとする。 

⑵  保険薬局の指定の申請等の際に、当該保険薬局がオンライン診療受診

施設と一体的な構造をなし、又は一体的な経営を行う場合には、当該オ

ンライン診療受診施設が保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和 32

年厚生省令第 16号）第２条の３第１項第１号に規定する別に厚生労働大

臣が定める要件に該当することを示す書類の添付を求めることとする。 

⑶  健康保険法第 68 条の２第１項の厚生労働省令で定める期限について、

次に掲げる区分に応じて規定する。 

ⅰ 医療法第 30条の 18の６第６項の規定による都道府県知事の要請を

受け、これに応じなかった又は同条第９項の規定による都道府県知事

の勧告を受けた（当該勧告に従った場合を除く。）開設者又は管理者が

開設又は管理する診療所が指定を受ける場合 ３年 

ⅱ 医療法第 30条の 18の６第９項の規定による都道府県知事の勧告を

受け、ⅰの規定により３年の期限が付された又はこの規定により２年

の期限が付された健康保険法第 63 条第３項第１号の指定を受けた診

療所の開設者又は管理者が当該勧告に従わず、当該診療所が再度の指
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定を受ける場合 ２年 

⑷  その他所要の改正を行う。 

 

４ その他関係省令 

 健康保険法施行規則（大正 15 年内務省令第 36 号）その他の関係省令につ

いて所要の改正を行う。 

 

５ 施行期日 

 令和８年４月１日から施行する。ただし、２⑴及び４の一部は公布の日、

２⑵及び４の一部は令和９年４月１日から施行する。 



医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令

（
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
〜
第
四
章
の
二
の
三

（
略
）

第
一
章
〜
第
四
章
の
二
の
三

（
略
）

第
四
章
の
二
の
四

地
域
に
お
け
る
外
来
医
療
に
係
る
医
療
提
供
体
制
の
確
保
（
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十

四

第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
十
の
二
）

第
四
章
の
二
の
四

地
域
に
お
け
る
外
来
医
療
に
係
る
医
療
提
供
体
制
の
確
保
（
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十

四

第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
十
）

第
四
章
の
三
〜
第
七
章

（
略
）

第
四
章
の
三
〜
第
七
章

（
略
）

附
則

附
則

（
医
師
の
確
保
を
特
に
図
る
べ
き
区
域
に
お
け
る
経
験
を
有
す
る
臨
床
研
修
等
修
了
医
師
の
認
定
等
）

（
医
師
の
確
保
を
特
に
図
る
べ
き
区
域
に
お
け
る
経
験
を
有
す
る
臨
床
研
修
等
修
了
医
師
の
認
定
等
）

第
一
条
の
二

法
第
五
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
域
は
、次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
域
と
す
る
。

第
一
条
の
二

法
第
五
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
域
は
、
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
四

号
に
規
定
す
る
区
域
（
法
第
三
十
条
の
四
第
六
項
に
規
定
す
る
区
域
を
除
く
。）内
の
区
域
で
あ
つ
て
、
医
師
の

確
保
を
特
に
図
る
べ
き
も
の
と
し
て
当
該
区
域
の
属
す
る
都
道
府
県
の
知
事
が
定
め
た
も
の
と
す
る
。

一

法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
区
域
（
法
第
三
十
条
の
四
第
六
項
に
規
定
す
る
区
域
を

除
く
。）内
の
区
域
で
あ
つ
て
、
医
師
の
確
保
を
特
に
図
る
べ
き
も
の
と
し
て
当
該
区
域
の
属
す
る
都
道
府
県

の
知
事
が
定
め
た
も
の

（
新
設
）

二

法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
一
号
イ

に
掲
げ
る
区
域

（
新
設
）

２

法
第
五
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
経
験
は
、
臨
床
研
修
等
修
了
医
師
が
、
同
項
に
規
定
す

る
医
師
の
確
保
を
特
に
図
る
べ
き
区
域
（
以
下
「
医
師
少
数
区
域
等
」
と
い
う
。）に
所
在
す
る
病
院
又
は
診
療

所
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
七
条
の
二
に
お
い
て
「
医
師
少
数
区
域
等
所
在
病
院
等
」
と
い
う
。）に
お
い
て
、
一

年
以
上
の
期
間
診
療
に
従
事
し
、
か
つ
、
当
該
病
院
等
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
全
て
の
業
務
を
行
つ
た
経
験
と

す
る
。

２

法
第
五
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
経
験
は
、
臨
床
研
修
等
修
了
医
師
が
、
同
項
に
規
定
す

る
医
師
の
確
保
を
特
に
図
る
べ
き
区
域
に
所
在
す
る
病
院
又
は
診
療
所
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
七
条
の
二
に
お

い
て
「
医
師
少
数
区
域
等
所
在
病
院
等
」
と
い
う
。）に
お
い
て
、
六
月
以
上
の
期
間
診
療
に
従
事
し
、
か
つ
、

当
該
病
院
等
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
全
て
の
業
務
を
行
つ
た
経
験
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

第
一
条
の
十
四

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
病
院
又
は
診
療
所
開
設
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事（
診
療
所
又
は
助
産
所
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
開
設
地
が
地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
で
定

め
る
市
（
以
下
「
保
健
所
を
設
置
す
る
市
」
と
い
う
。）又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
。
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
二
条
、
第
三
条
、
第
四
条
、

第
五
条
、
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
並
び
に
第
二
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
病
院
若
し
く
は
診
療
所
の
開
設
者
が
当
該
病
院
若
し
く
は
診
療
所
を
譲
渡
し
、
又
は
病
院
若
し
く
は

診
療
所
の
開
設
者
に
つ
い
て
相
続
若
し
く
は
合
併
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
病
院
若
し
く
は
診
療
所
を
譲
り
受

け
た
者
又
は
相
続
人
若
し
く
は
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
は
、
第
九
号

か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
変
更
が
な
い
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
条
の
十
四

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
病
院
又
は
診
療
所
開
設
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事（
診
療
所
又
は
助
産
所
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
開
設
地
が
地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
で
定

め
る
市
（
以
下
「
保
健
所
を
設
置
す
る
市
」
と
い
う
。）又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
。
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
二
条
、
第
三
条
、
第
四
条
、

第
五
条
、
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
並
び
に
第
二
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
病
院
若
し
く
は
診
療
所
の
開
設
者
が
当
該
病
院
若
し
く
は
診
療
所
を
譲
渡
し
、
又
は
病
院
若
し
く
は

診
療
所
の
開
設
者
に
つ
い
て
相
続
若
し
く
は
合
併
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
病
院
若
し
く
は
診
療
所
を
譲
り
受

け
た
者
又
は
相
続
人
若
し
く
は
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
は
、
第
九
号

か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
変
更
が
な
い
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
〜
十
六

（
略
）

一
〜
十
六

（
略
）

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
八
号

医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
八
十
七
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
十
九
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎





十
七

開
設
者
が
法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
区
域
（
以
下
「
外
来
医
師
過
多
区
域
」

と
い
う
。）に
お
い
て
、
診
療
所
（
医
業
を
行
う
場
所
で
あ
つ
て
、
患
者
を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
有
し

な
い
も
の
に
限
る
。
第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
十
の
二
第
五
項
及
び
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
に
お
い
て
同

じ
。）を
開
設
し
よ
う
と
す
る
も
の
（
同
条
第
五
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
者
で

あ
つ
て
、
法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
三
項
の
届
出
を
行
わ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ

る
と
当
該
診
療
所
の
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事
が
認
め
た
者
を
除
く
。）で
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
届
出
、
同

条
第
四
項
の
協
議
の
場
に
お
け
る
協
議
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
に
係
る
事
項

（
新
設
）

２
〜
13

（
略
）

２
〜
13

（
略
）

第
四
条

診
療
所
を
開
設
し
た
臨
床
研
修
等
修
了
医
師
又
は
臨
床
研
修
等
修
了
歯
科
医
師
が
、
法
第
八
条
の
規
定

に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
診
療
所
の

開
設
者
が
当
該
診
療
所
を
譲
渡
し
、
又
は
診
療
所
の
開
設
者
に
つ
い
て
相
続
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
診
療
所

を
譲
り
受
け
た
者
又
は
相
続
人
は
、
第
一
条
の
十
四
第
一
項
第
九
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事

項
の
う
ち
変
更
が
な
い
事
項
の
届
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条

診
療
所
を
開
設
し
た
臨
床
研
修
等
修
了
医
師
又
は
臨
床
研
修
等
修
了
歯
科
医
師
が
、
法
第
八
条
の
規
定

に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
診
療
所
の

開
設
者
が
当
該
診
療
所
を
譲
渡
し
、
又
は
診
療
所
の
開
設
者
に
つ
い
て
相
続
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
診
療
所

を
譲
り
受
け
た
者
又
は
相
続
人
は
、
第
一
条
の
十
四
第
一
項
第
九
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事

項
の
う
ち
変
更
が
な
い
事
項
の
届
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
一
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
、
第
十
一
号
、
第
十
三

号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
項

二

第
一
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
、
第
十
一
号
、
第
十
三
号

及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
事
項

三

（
略
）

三

（
略
）

（
認
定
を
受
け
た
臨
床
研
修
等
修
了
医
師
を
管
理
者
と
す
る
病
院
等
）

（
認
定
を
受
け
た
臨
床
研
修
等
修
了
医
師
を
管
理
者
と
す
る
病
院
等
）

第
七
条
の
二

法
第
十
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
病
院
は
、
次
に
掲
げ
る
病
院
と
す
る
。

第
七
条
の
二

法
第
十
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
病
院
は
、
地
域
医
療
支
援
病
院
と
す
る
。

一

地
域
医
療
支
援
病
院

（
新
設
）

二

前
号
に
掲
げ
る
病
院
以
外
の
病
院
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
病
院

（
新
設
）

イ

法
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
公
的
医
療
機
関
（
第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
十
四
及
び
第
三
十
一
条
の
二

に
お
い
て
単
に
「
公
的
医
療
機
関
」
と
い
う
。）で
あ
る
病
院

ロ

独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
の
開
設
す
る
病
院

ハ

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
の
開
設
す
る
病
院

ニ

独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
の
開
設
す
る
病
院

２

法
第
十
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

２

法
第
十
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

地
域
に
お
け
る
医
療
の
確
保
の
た
め
に
当
該
病
院
を
管
理
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者
（
令
和
二

年
四
月
一
日
以
降
に
臨
床
研
修
（
医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
臨
床
研
修
を
い
う
。
第
九
条

の
二
十
第
一
項
第
三
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。）を
開
始
し
た
医
師
以
外
の
医
師
に
限
る
。）に
病
院
を
管
理
さ

せ
る
場
合

一

地
域
に
お
け
る
医
療
の
確
保
の
た
め
に
当
該
病
院
を
管
理
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者
（
令
和
二

年
四
月
一
日
以
降
に
臨
床
研
修
を
開
始
し
た
医
師
以
外
の
医
師
に
限
る
。）に
病
院
を
管
理
さ
せ
る
場
合

二

医
師
少
数
区
域
等
所
在
病
院
等
の
う
ち
前
項
各
号
に
掲
げ
る
病
院
を
管
理
さ
せ
る
場
合

（
新
設
）

三

医
師
少
数
区
域
等
に
お
け
る
診
療
、
医
師
少
数
区
域
等
に
お
け
る
臨
床
研
修
又
は
医
師
少
数
区
域
等
所
在

病
院
等
で
な
い
病
院
の
う
ち
臨
床
研
修
病
院
等
（
医
師
法
第
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
臨
床
研
修
病

院
等
を
い
う
。
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
お
け
る
臨
床
研
修
指
導
医
（
医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
臨
床
研
修
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
八
号
）
第
四
条
第
一
項
第
十

五
号
に
規
定
す
る
臨
床
研
修
指
導
医
を
い
う
。）と
し
て
の
業
務
そ
の
他
の
医
師
少
数
区
域
等
所
在
病
院
等
で

な
い
病
院
に
お
け
る
医
療
従
事
者
に
対
す
る
指
導
に
係
る
業
務
を
合
計
し
て
六
月
以
上
経
験
し
た
者
で
あ
つ

（
新
設
）

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



四

前
三
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
前
任
の
病
院
の
管
理
者
が
不
在
と
な
る
こ
と
が
予
期
し
な
か
つ
た
も
の

で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
法
第
五
条
の
二
第
一
項
の
認
定
を
受
け
て
い
な
い
者
に
当
該
病
院
を
管
理
さ
せ
る

こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
当
該
病
院
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
が
認
め
る
と
き

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
前
任
の
病
院
の
管
理
者
が
不
在
と
な
る
こ
と
が
予
期
し
な
か
つ
た
も
の
で

あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
法
第
五
条
の
二
第
一
項
の
認
定
を
受
け
て
い
な
い
者
に
当
該
病
院
を
管
理
さ
せ
る
こ

と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
当
該
病
院
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
が
認
め
る
と
き

て
、
か
つ
、
一
年
か
ら
当
該
診
療
の
期
間
及
び
六
月
以
内
の
期
間
に
限
り
当
該
臨
床
研
修
又
は
当
該
指
導
に

係
る
業
務
の
期
間
の
合
計
を
除
い
た
期
間
、
病
院
又
は
診
療
所
へ
派
遣
さ
れ
て
行
う
診
療
、
臨
床
研
修
病
院

等
に
お
け
る
医
療
従
事
者
に
対
す
る
指
導
そ
の
他
の
業
務
で
あ
つ
て
病
院
等
の
管
理
者
と
な
る
に
当
た
り
経

験
す
る
必
要
の
あ
る
業
務
と
し
て
地
域
医
療
対
策
協
議
会
に
お
い
て
協
議
が
調
つ
た
も
の
に
従
事
し
た
者
と

し
て
、
都
道
府
県
知
事
が
認
め
る
も
の
に
病
院
を
管
理
さ
せ
る
場
合

（
地
域
外
来
医
療
の
要
請
等
）

第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
十
の
二

法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
率
は
、
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
区
域
に
住
所
を
有
す
る
者
に

係
る
性
別
及
び
年
齢
階
級
別
の
外
来
医
療
の
受
療
率
そ
の
他
の
要
素
を
勘
案
し
た
上
で
、
当
該
区
域
の
診
療
所

（
医
業
を
行
う
場
所
で
あ
つ
て
、
患
者
を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
有
し
な
い
も
の
又
は
十
九
人
以
下
の
患

者
を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
お
い
て
診
療
に
従
事
す
る

医
師
の
数
を
当
該
区
域
に
住
所
を
有
す
る
者
の
数
で
除
し
た
も
の
（
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
「
外
来
医
師
偏

在
指
標
」
と
い
う
。）と
す
る
。

（
新
設
）

２

法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
指
標
は
、
法
第
三
十
条
の
四
第
二

項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
区
域
に
係
る
可
住
地
面
積
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
診
療
所
の
数
（
次
項
第

二
号
に
お
い
て
「
可
住
地
面
積
当
た
り
診
療
所
数
」
と
い
う
。）と
す
る
。

３

法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

そ
の
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
区
域
に
係
る
外
来
医
師
偏
在
指
標
の
値
か
ら
全
国

の
外
来
医
師
偏
在
指
標
の
平
均
値
を
控
除
し
た
も
の
を
全
国
の
同
号
に
規
定
す
る
区
域
に
係
る
外
来
医
師
偏

在
指
標
の
標
準
偏
差
で
除
し
た
も
の
が
一
・
五
以
上
で
あ
る
こ
と

二

そ
の
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
区
域
に
係
る
可
住
地
面
積
当
た
り
診
療
所
数
が
全

国
の
同
号
に
規
定
す
る
区
域
の
う
ち
上
位
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と

４

法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方

法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

５

法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
と
す
る
。

一

外
来
医
師
過
多
区
域
に
お
け
る
診
療
所
の
廃
止
が
予
期
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
そ

の
開
設
者
以
外
の
者
が
当
該
診
療
所
の
所
在
地
で
直
ち
に
診
療
所
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
や

む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
当
該
診
療
所
の
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事
が
認
め
る
場
合

二

都
道
府
県
そ
の
他
の
行
政
機
関
の
求
め
に
応
じ
て
外
来
医
師
過
多
区
域
に
お
い
て
診
療
所
を
開
設
し
よ
う

と
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
診
療
所
を
開
設
す
る
日
の
六
月
前
ま
で
に
法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
三
項

の
届
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
当
該
診
療
所
の
開
設
地
の

都
道
府
県
知
事
が
認
め
る
場
合

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
外
来
医
師
過
多
区
域
に
お
い
て
診
療
所
を
開
設
す
る
日
の
六
月
前
ま
で

に
法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
三
項
の
届
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情

が
あ
る
と
当
該
診
療
所
の
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事
が
認
め
る
場
合

６

法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
三
項
に
規
定
す
る
届
出
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



７

法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

一

届
出
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二

診
療
所
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
が
届
出
者
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
の

住
所
及
び
氏
名
（
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

三

開
設
予
定
の
診
療
所
の
名
称

四

開
設
予
定
の
場
所

五

診
療
を
行
お
う
と
す
る
科
目

六

医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
師
そ
の
他
の
従
業
者
の
定
員

七

開
設
の
予
定
年
月
日

八

そ
の
開
設
予
定
の
場
所
に
係
る
外
来
医
師
過
多
区
域
に
お
け
る
法
第
三
十
条
の
十
八
の
五
第
一
項
第
一
号

イ
に
規
定
す
る
地
域
外
来
医
療
（
以
下
単
に
「
地
域
外
来
医
療
」
と
い
う
。）の
提
供
に
関
す
る
意
向
の
有
無

九

地
域
外
来
医
療
を
提
供
す
る
意
向
が
あ
る
と
き
は
、
提
供
す
る
予
定
の
地
域
外
来
医
療
の
内
容
（
当
該
提

供
の
頻
度
及
び
時
期
に
関
す
る
事
項
を
含
む
。）

十

地
域
外
来
医
療
の
提
供
に
関
す
る
意
向
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由

８

法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
外
来
医
師
過
多
区
域
に
お

い
て
診
療
所
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
診
療
所
を
開
設
し
た
者
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す

る
。

一

法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
三
項
の
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
者
で
あ
つ
て
、
当
該
届
出
を

行
わ
な
か
つ
た
者

二

第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
者

三

第
五
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
者
で
あ
つ
て
、
当
該
診
療
所
の
開
設
地
の
都

道
府
県
知
事
が
法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
三
項
の
届
出
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
た
者

９

法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
診
療
所
に
つ
い
て
、
そ

の
開
設
地
に
係
る
外
来
医
師
過
多
区
域
に
お
い
て
地
域
外
来
医
療
の
提
供
を
し
な
い
理
由
、
当
該
外
来
医
師
過

多
区
域
に
お
け
る
開
設
が
必
要
で
あ
る
理
由
及
び
提
供
す
る
医
療
の
具
体
的
な
内
容
と
す
る
。

第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
十
三

法
第
三
十
条
の
二
十
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

計
画
（
以
下
「
キ
ャ
リ
ア
形
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
い
う
。）は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
十
三

法
第
三
十
条
の
二
十
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

計
画
（
以
下
「
キ
ャ
リ
ア
形
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
い
う
。）は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

一

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
キ
ャ
リ
ア
形
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
適
用
を
受
け
る
医
師
（
以
下
「
対
象
医
師
」
と
い

う
。）に
対
し
、
臨
床
研
修
を
受
け
て
い
る
期
間
を
含
む
一
定
の
期
間
に
わ
た
り
、
診
療
科
そ
の
他
の
事
項
に

関
し
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
条
件
（
以
下
「
コ
ー
ス
」
と
い
う
。）に
従
い
、
原
則
と
し
て
当
該
都
道
府
県

の
区
域
に
所
在
す
る
医
療
提
供
施
設
に
お
い
て
診
療
に
従
事
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
キ
ャ
リ
ア
形
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
適
用
を
受
け
る
医
師
（
以
下
「
対
象
医
師
」
と
い

う
。）に
対
し
、
臨
床
研
修（
医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
臨
床
研
修
を
い
う
。以
下
同
じ
。）

を
受
け
て
い
る
期
間
を
含
む
一
定
の
期
間
に
わ
た
り
、
診
療
科
そ
の
他
の
事
項
に
関
し
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら

れ
た
条
件
（
以
下
「
コ
ー
ス
」
と
い
う
。）に
従
い
、
原
則
と
し
て
当
該
都
道
府
県
の
区
域
に
所
在
す
る
医
療

提
供
施
設
に
お
い
て
診
療
に
従
事
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２
〜
８

（
略
）

２
〜
８

（
略
）

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
十
四

法
第
三
十
条
の
二
十
三
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
十
四

法
第
三
十
条
の
二
十
三
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

都
道
府
県
に
よ
る
医
師
の
派
遣
先
が
、
正
当
な
理
由
な
く
、
公
的
医
療
機
関
に
偏
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に

す
る
こ
と
。

五

都
道
府
県
に
よ
る
医
師
の
派
遣
先
が
、
正
当
な
理
由
な
く
、法
第
三
十
一
条
に
定
め
る
公
的
医
療
機
関（
第

三
十
一
条
の
二
に
お
い
て
単
に
「
公
的
医
療
機
関
」
と
い
う
。）に
偏
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

（
技
能
向
上
集
中
研
修
機
関
の
指
定
に
係
る
業
務
）

（
技
能
向
上
集
中
研
修
機
関
の
指
定
に
係
る
業
務
）

第
九
十
四
条

法
第
百
十
九
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
病
院
又
は
診

療
所
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
業
務
と
す
る
。

第
九
十
四
条

法
第
百
十
九
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
病
院
又
は
診

療
所
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
業
務
と
す
る
。

一

医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
都
道
府
県
知
事
の
指
定
す
る
病
院

臨
床
研
修
に
係
る
業
務
で
あ
つ

て
、
一
定
期
間
、
集
中
的
に
診
療
を
行
う
こ
と
に
よ
り
基
本
的
な
診
療
能
力
を
身
に
付
け
る
た
め
に
当
該
業

務
に
従
事
す
る
医
師
の
時
間
外
・
休
日
労
働
時
間
が
一
年
に
つ
い
て
九
百
六
十
時
間
を
超
え
る
必
要
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
も
の

一

医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
都
道
府
県
知
事
の
指
定
す
る
病
院

同
項
の
臨
床
研
修
に
係
る
業
務
で

あ
つ
て
、
一
定
期
間
、
集
中
的
に
診
療
を
行
う
こ
と
に
よ
り
基
本
的
な
診
療
能
力
を
身
に
付
け
る
た
め
に
当

該
業
務
に
従
事
す
る
医
師
の
時
間
外
・
休
日
労
働
時
間
が
一
年
に
つ
い
て
九
百
六
十
時
間
を
超
え
る
必
要
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

二

（
略
）

二

（
略
）

（
法
第
百
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
三
条
第
三
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要

件
等
）

（
法
第
百
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
三
条
第
三
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要

件
等
）

第
九
十
六
条

法
第
百
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
三
条
第
三
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
全
て
満
た
す
こ
と
と
す
る
。

第
九
十
六
条

法
第
百
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
三
条
第
三
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
全
て
満
た
す
こ
と
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

次
に
掲
げ
る
事
項
が
全
て
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

次
に
掲
げ
る
事
項
が
全
て
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

臨
床
研
修
又
は
医
師
法
第
十
六
条
の
十
一
第
一
項
の
研
修
を
効
率
的
に
行
う
た
め
の
取
組
に
関
す
る
事

項

ロ

医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
臨
床
研
修
又
は
同
法
第
十
六
条
の
十
一
第
一
項
の
研
修
を
効
率
的
に

行
う
た
め
の
取
組
に
関
す
る
事
項

２

（
略
）

２

（
略
）

（
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
元
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
法
第
七
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
七
条
の
二

法
第
七
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
病
床
の
数
を

法
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
に
基
づ
き
削
減
し
た
場
合
と
す
る
。

（
新
設
）

一

医
療
法
第
三
十
条
の
四
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
行
っ
た
許
可
に
係
る
病
床
の
数

（
医
療
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
第
五
条
の
三
第
二
項
若
し
く
は
第
五
条
の
四

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
の
同
意
を
得
た
数
又
は
同
令
第
五
条
の
四
の
二
第
二
項
に
基
づ
き

都
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
た
数
を
超
え
る
と
き
は
当
該
厚
生
労
働
大
臣
の
同
意
を
得
た
数
又
は
当
該
都

道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
た
数
に
限
る
。）

二

次
に
掲
げ
る
病
床
の
数

イ

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
第
三
十
条
の
三
十
三
第
一
項
第
一
号
に
規

定
す
る
病
院
又
は
診
療
所
の
病
床
の
数
（
当
該
病
床
の
種
別
ご
と
に
法
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

事
業
に
基
づ
き
削
減
し
た
病
床
数
に
一
か
ら
同
号
の
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
を
控
除
し
た
数（
当
該
数
が
、

〇
・
九
五
以
上
で
あ
る
と
き
は
一
）
を
乗
じ
て
得
た
数
に
限
る
。）
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ロ

放
射
線
治
療
病
室
の
病
床
の
数

ハ

国
立
及
び
国
立
以
外
の
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
で
あ
る
病
院
の
病
床
の
数

ニ

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

五
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
指
定
入
院
医

療
機
関
で
あ
る
病
院
の
病
床
の
数
（
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号

の
決
定
を
受
け
た
者
に
対
す
る
同
法
に
よ
る
入
院
に
よ
る
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

三

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
行
っ
た

許
可
に
係
る
病
床
の
数
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
病
床
の
数
を
超
え
る
と
き
は
当
該
数
に
限
る
。）

四

良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八

年
法
律
第
八
十
四
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
病
床
の
数

第
七
条
の
三

（
略
）

第
七
条
の
二

（
略
）

第
三
条

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
法
第
七
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
）

（
削
る
）

第
七
条
の
二

法
第
七
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
病
床
の
数
を

法
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
に
基
づ
き
削
減
し
た
場
合
と
す
る
。

一

医
療
法
第
三
十
条
の
四
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
行
っ
た
許
可
に
係
る
病
床
の
数

（
医
療
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
第
五
条
の
三
第
二
項
若
し
く
は
第
五
条
の
四

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
の
同
意
を
得
た
数
又
は
同
令
第
五
条
の
四
の
二
第
二
項
に
基
づ
き

都
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
た
数
を
超
え
る
と
き
は
当
該
厚
生
労
働
大
臣
の
同
意
を
得
た
数
又
は
当
該
都

道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
た
数
に
限
る
。）

二

次
に
掲
げ
る
病
床
の
数

イ

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
第
三
十
条
の
三
十
三
第
一
項
第
一
号
に
規

定
す
る
病
院
又
は
診
療
所
の
病
床
の
数
（
当
該
病
床
の
種
別
ご
と
に
法
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

事
業
に
基
づ
き
削
減
し
た
病
床
数
に
一
か
ら
同
号
の
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
を
控
除
し
た
数（
当
該
数
が
、

〇
・
九
五
以
上
で
あ
る
と
き
は
一
）
を
乗
じ
て
得
た
数
に
限
る
。）

ロ

放
射
線
治
療
病
室
の
病
床
の
数

ハ

国
立
及
び
国
立
以
外
の
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
で
あ
る
病
院
の
病
床
の
数

ニ

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

五
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
指
定
入
院
医

療
機
関
で
あ
る
病
院
の
病
床
の
数
（
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号

の
決
定
を
受
け
た
者
に
対
す
る
同
法
に
よ
る
入
院
に
よ
る
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

三

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
行
っ
た

許
可
に
係
る
病
床
の
数
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
病
床
の
数
を
超
え
る
と
き
は
当
該
数
に
限
る
。）

四

良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八

年
法
律
第
八
十
四
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
病
床
の
数

第
七
条
の
二

（
略
）

第
七
条
の
三

（
略
）

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



（
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
指
定
の
申
請
）

（
指
定
の
申
請
）

第
三
条

法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
病

院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬
局
の
開
設
者
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
指
定
申
請
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書

類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
指
定
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法

第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
引
き
続
き
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
三
条

法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
病

院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬
局
の
開
設
者
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
指
定
申
請
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書

類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
指
定
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法

第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
引
き
続
き
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

病
院
又
は
診
療
所
に
あ
つ
て
は
保
険
医
（
保
険
医
療
機
関
の
管
理
者
を
除
く
。）、
薬
局
に
あ
つ
て
は
保
険

薬
剤
師
（
管
理
薬
剤
師
を
除
く
。）の
氏
名
及
び
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
の
登
録
の
記
号
及
び
番
号
並
び
に

担
当
診
療
科
名
を
記
載
し
た
書
類

二

病
院
又
は
診
療
所
に
あ
つ
て
は
保
険
医
（
管
理
者
を
除
く
。）、
薬
局
に
あ
つ
て
は
保
険
薬
剤
師
（
管
理
薬

剤
師
を
除
く
。）の
氏
名
及
び
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
の
登
録
の
記
号
及
び
番
号
並
び
に
担
当
診
療
科
名
を

記
載
し
た
書
類

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

五

病
院
又
は
診
療
所
に
あ
つ
て
は
、
保
険
医
療
機
関
の
管
理
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
が
法
第
七
十
条
の
二
第

一
項
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
新
設
）

六

保
険
薬
局
に
あ
つ
て
は
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す

る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
（
以
下
こ
の
号
、
第
八
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に

お
い
て
「
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
と
い
う
。）と
一
体
的
な
構
造
を
な
し
、
又
は
一
体
的
な
経
営
を
行

う
場
合
に
は
、
当
該
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
が
保
険
薬
局
及
び
保
険
薬
剤
師
療
養
担
当
規
則
（
昭
和
三

十
二
年
厚
生
省
令
第
十
六
号
）
第
二
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要

件
に
該
当
す
る
こ
と
を
示
す
書
類

（
新
設
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
に
関
す
る
届
出
）

（
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
に
関
す
る
届
出
）

第
八
条

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
開
設
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
と
き

は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
指
定
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
（
保
険
医
療
機
関
の
管
理
者
に
異
動
が
あ
つ
た
と
き
に
限
る
。）に
掲

げ
る
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
第
三
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
、
第
四
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
と
き

は
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
開
設
者
は
、
次
の
各
号
の
一
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
速

や
か
に
、そ
の
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
指
定
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

保
険
医
療
機
関
の
管
理
者
、
管
理
薬
剤
師
、
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
に
異
動
が
あ
つ
た
と
き
。

一

管
理
者
、
管
理
薬
剤
師
、
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
に
異
動
が
あ
つ
た
と
き
。

二

法
第
八
十
条
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

二

法
第
八
十
条
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報

（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
二
十
三
号
（
表
面
）
中
「四

保
険
医
療
機
関

」
を
「五

保
険
医
療
機
関

」
に
、「五

保
険
医
療
機
関

」
を
「六

保
険
医
療
機
関

」
に
、「六

～
九
（
省
略
）

」を
「七

～
十
（
省
略
）

」に
、「一

（
省
略
）

」を
「一

・
二

（
省
略
）

」に
、「二

保
険
医

」
を
「三

保
険
医

」
に
、「三

～
六
（
省
略
）

」を
「四

～
七
（
省
略
）

」に
改
め
、
同
様
式
（
裏
面
）
中
「一
～
三
（
省
略
）

」を
「一

～
四
（
省
略
）

」に
改
め
る
。





三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
に
記
載
し
た
事
項
（
指
定
に
係
る

病
床
種
別
ご
と
の
病
床
数
等
を
除
く
。）又
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
書
類
に
記
載
し
た
事
項
に
変
更
が
あ

つ
た
と
き
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
に
記
載
し
た
事
項
（
指
定
に
係
る

病
床
種
別
ご
と
の
病
床
数
等
を
除
く
。）又
は
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
書
類
に
記
載
し
た
事
項
に
変
更
が
あ

つ
た
と
き
。

四

保
険
薬
局
に
あ
つ
て
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
と
一
体
的
な
構
造
を
な
し
、
又
は
一
体
的
な
経
営

を
行
う
こ
と
と
し
た
と
き
。

（
新
設
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

（
保
険
医
療
機
関
の
期
限
付
指
定
の
期
限
）

第
九
条
の
二

法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
の
指
定
に
係
る
法
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
三
年

以
内
の
期
限
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

一

医
療
法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
要
請
を
受
け
、
こ
れ
に
応
じ
な

か
つ
た
又
は
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
勧
告
を
受
け
た
（
当
該
勧
告
に
従
つ
た
場
合
を

除
く
。）開
設
者
又
は
管
理
者
が
開
設
又
は
管
理
す
る
診
療
所
が
指
定
を
受
け
る
場
合

三
年

二

医
療
法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
勧
告
を
受
け
、
前
号
の
規
定
に

よ
り
三
年
の
期
限
が
付
さ
れ
た
又
は
こ
の
号
の
規
定
に
よ
り
二
年
の
期
限
が
付
さ
れ
た
法
第
六
十
三
条
第
三

項
第
一
号
の
指
定
を
受
け
た
診
療
所
の
開
設
者
又
は
管
理
者
が
当
該
勧
告
に
従
わ
ず
、
当
該
診
療
所
が
再
度

の
指
定
を
受
け
る
場
合

二
年

（
登
録
の
申
請
）

（
登
録
の
申
請
）

第
十
二
条

法
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
医
師
若
し
く

は
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
登
録
申
請
書
に
医
籍
若
し
く
は
歯
科
医
籍
又
は
薬
剤
師
名

簿
の
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
の
写
し
を
添
え
て
、
登
録
に
関
す
る
管
轄

地
方
厚
生
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
が
法
第
六
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
の
指
定
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
登
録
に
係
る
も
の
で
あ
る
と

き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条

法
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
医
師
若
し
く

は
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
登
録
申
請
書
に
医
籍
若
し
く
は
歯
科
医
籍
又
は
薬
剤
師
名

簿
の
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
の
写
し
を
添
え
て
、
登
録
に
関
す
る
管
轄

地
方
厚
生
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
が
法
第
六
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
の
指
定
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
登
録
に
係
る
も
の
で
あ
る
と

き
は
、
併
せ
て
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

病
院
又
は
診
療
所
で
あ
る
場
合

第
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類

（
新
設
）

二

薬
局
（
次
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）で
あ
る
場
合

第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類

（
新
設
）

三

薬
局
で
あ
つ
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
と
一
体
的
な
構
造
を
な
し
、
又
は
一
体
的
な
経
営
を
行
う

場
合

第
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類

（
新
設
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
に
関
す
る
届
出
）

（
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
に
関
す
る
届
出
）

第
十
六
条

保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か

に
、
そ
の
旨
、
そ
の
年
月
日
、
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
を
登
録
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局

長
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
届
出
が
第
一
号
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き

は
、
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条

保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か

に
、
そ
の
旨
、
そ
の
年
月
日
、
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
を
登
録
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局

長
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
届
出
が
第
一
号
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き

は
、
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
八
十
一
条
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

二

法
第
八
十
一
条
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
一
号
及
び
第
一
号
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
六
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
支
援
給
付
に
係
る
厚
生
労
働
省
令
等
の
適
用
）

（
支
援
給
付
に
係
る
厚
生
労
働
省
令
等
の
適
用
）

第
十
八
条
の
七

法
第
十
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
（
平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
を

含
む
。
以
下
「
支
援
給
付
」
と
い
う
。）が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
次
の
各
号
に
規
定
す
る
命
令
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
十
八
条
の
七

法
第
十
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
（
平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
を

含
む
。
以
下
「
支
援
給
付
」
と
い
う
。）が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
次
の
各
号
に
規
定
す
る
命
令
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
元
年
厚
生
省

令
第
三
十
四
号
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
七
条
の
三
第
一
号
中
「
第
八
十
条
の
四
第
一
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
の
四
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た

中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。以
下「
中

国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。）第
十
四
条
第
四
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永

住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含

む
。）」
と
、「
第
三
十
四
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
四
条
第
六
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。）」
と
、
同
令
第
八
条
第
二
項
中
「
第
八
十
条
の
二
第

一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。）」
と
す
る
。

四

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
元
年
厚
生
省

令
第
三
十
四
号
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
七
条
の
二
第
一
号
中
「
第
八
十
条
の
四
第
一
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
の
四
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た

中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。以
下「
中

国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。）第
十
四
条
第
四
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永

住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含

む
。）」
と
、「
第
三
十
四
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
四
条
第
六
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。）」
と
、
同
令
第
八
条
第
二
項
中
「
第
八
十
条
の
二
第

一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。）」
と
す
る
。

五
〜
十

（
略
）

五
〜
十

（
略
）

第
七
条

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
支
援
給
付
に
係
る
厚
生
労
働
省
令
等
の
適
用
）

（
支
援
給
付
に
係
る
厚
生
労
働
省
令
等
の
適
用
）

第
十
八
条
の
七

法
第
十
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
（
平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
を

含
む
。
以
下
「
支
援
給
付
」
と
い
う
。）が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
次
の
各
号
に
規
定
す
る
命
令
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
十
八
条
の
七

法
第
十
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
（
平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
を

含
む
。
以
下
「
支
援
給
付
」
と
い
う
。）が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
次
の
各
号
に
規
定
す
る
命
令
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
元
年
厚
生
省

令
第
三
十
四
号
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
七
条
の
二
第
一
号
中
「
第
八
十
条
の
四
第
一
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
の
四
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た

中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。以
下「
中

国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。）第
十
四
条
第
四
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永

住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含

む
。）」
と
、「
第
三
十
四
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
四
条
第
六
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。）」
と
、
同
令
第
八
条
第
二
項
中
「
第
八
十
条
の
二
第

一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。）」
と
す
る
。

四

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
元
年
厚
生
省

令
第
三
十
四
号
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
七
条
の
三
第
一
号
中
「
第
八
十
条
の
四
第
一
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
の
四
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た

中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。以
下「
中

国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。）第
十
四
条
第
四
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永

住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含

む
。）」
と
、「
第
三
十
四
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
四
条
第
六
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。）」
と
、
同
令
第
八
条
第
二
項
中
「
第
八
十
条
の
二
第

一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。）」
と
す
る
。

五
〜
十

（
略
）

五
〜
十

（
略
）

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
二
条
及
び
第
六
条
の
規
定

公
布
の
日

二

第
三
条
及
び
第
七
条
の
規
定

令
和
九
年
四
月
一
日

（
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
医
療
法
施
行
規
則
（
次
条
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。）第
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
令
和
八
年
十
月
一
日
以
降
に
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
五
条
の
二
第
一
項
の

申
請
を
す
る
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

第
三
条

新
規
則
第
一
条
の
十
四
第
一
項
第
十
七
号
の
規
定
及
び
第
四
条
第
二
号
（
新
規
則
第
一
条
の
十
四
第
一
項
第
十
七
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）は
、
令
和
八
年
十
月
一
日
以
降
に
医
療
法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
三
項
に
規
定
す
る
診

療
所
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
申
請
又
は
届
出
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

第
四
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。）に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。





事 務 連 絡 

令和８年３月１９日

公益社団法人 日本医師会 御中 

厚生労働省医政局地域医療計画課 

医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等 

（外来医師過多区域に係る無床診療所の開設（医療法）関係）について 

 標記について、別添のとおり、各都道府県知事、保健所設置市長、特別区長

宛てに通知を発出しましたので、その内容について御了知いただくとともに、

貴下団体会員等に対する周知方よろしくお取り計らい願います。 

B
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令和８年３月19日 

医政発0319第20号 

 

    都道府県知事  

各  保健所設置市長  殿 

    特 別 区 長  

 

厚生労働省医政局長 

（公印省略）  

 

 

医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等 

（外来医師過多区域に係る無床診療所の開設（医療法）関係）について  

 

医療法等の一部を改正する法律（令和７年法律第87号。以下「改正法」という。）が令和７

年12月12日に公布され、改正法のうち医療法（昭和23年法律第205号。以下「法」という。）

の一部改正（外来医師過多区域に係る無床診療所の開設関係）については、令和８年４月１

日付けで施行することとされている。 

これに伴い、今般、医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省

令の整備等に関する省令（令和８年厚生労働省令第28号。以下「改正省令」という。）が本日

公布され、令和８年４月１日付けで施行することとされている。 

この改正の趣旨及び運用の詳細等は下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内の関

係機関等に対し、その周知を図るとともに、その運用に遺憾なきを期されたい。 
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記 

 

第一 改正の趣旨 

高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据え、地域において良質かつ適切な医療を

効率的に提供する体制を構築するための措置の一つとして、医師偏在是正に向けた総合的な

対策を講じることが重要である。その中で、地域で不足している医療機能の確保によってよ

り適切な医療提供体制を構築する観点から、現行の「外来医療に係る医療提供体制の確保に

関するガイドライン」による外来医師多数区域における新規開設希望者への地域で必要な医

療機能の要請等の仕組みについて、実効性を確保することが必要であるため、地域で必要な

医療機能を確保するための診療所への勧告等の措置を講ずることとする。 

 

第二 改正の主な内容 

１ 地域外来医療の公表 

都道府県が二次医療圏（法第30条の４第２項第14号に規定する区域をいう。以下同じ。）

その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域ごとに設ける外来医療の協議の場（以下

単に「外来医療の協議の場」という。）において、関係者との協議を行い、その結果を取り

まとめ、公表する事項に、地域において特に必要とされる外来医療（以下「地域外来医療」

という。）に関する事項を追加する。（改正法第１条による改正後の医療法（以下「新法」

という。）第30条の18の５第１項関係） 

※ 都道府県は、その公表する地域外来医療について周知を行うこと。なお、地域外来医療には、当該

外来医師過多区域において不足する医療機能や、医師不足地域での医療の提供が考えられる。 

※ 外来医療の協議の場の効果的・効率的な運用の観点から、必要に応じて外来医療に関する協議の場

の下にワーキング等を設置することが考えられる。 

 

２ 外来医師過多区域の指定及び公示 

都道府県知事は、二次医療圏であって、外来医療を行う医師の数の、外来患者の数に対

する比率に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した率その他厚生

労働省令で定める指標が、厚生労働省令で定める基準を超える区域がある場合において、

当該区域のうち、特に地域外来医療を確保する必要がある区域があると認めるときは、当

該区域を指定し、公示するものとする。（新法第30条の18の６第１項及び第２項関係） 

また、厚生労働省令で定める指標及び厚生労働省令で定める基準については以下のとお

りとする。（改正省令第１条の規定による改正後の医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50

号。以下「新規則」という。）第30条の33の20の２第１項から第３項まで関係） 

① その二次医療圏に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別の外来医療の受療率そ

の他の要素を勘案した上で、当該二次医療圏の診療所において診療に従事する医師の

数を当該二次医療圏に住所を有する者の数で除したものが、「全国平均値＋標準偏差

の1.5 倍」以上であること 

② その二次医療圏に係る可住地面積当たり診療所数が全国の二次医療圏のうち上位

10％以上であること 

※ 外来医師過多区域は、上記基準によって候補となる二次医療圏のうち、外来医師が特に多い地
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域を指定するものであり、候補となる二次医療圏の中に、人口当たり医師数や可住地面積あたり

診療所数等が特に高い市区町村や地区がある場合には、当該市区町村や当該地区を指定すること

も考えられる。 

※ 外来医師過多区域の指定に際して、必ずしも医療審議会等の協議会に諮ることを求めるもので

はないが、都道府県において、必要に応じて、診療に関する学識経験者の団体（都道府県医師会

や関係郡市区医師会等）その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者との協議を踏まえて指

定されたい。 

加えて、厚生労働省令で定めるところによる公示については、インターネットの利用そ

の他の適切な方法により行うものとする。（新規則第30条の33の20の２第４項関係） 

※ 都道府県は、その公示する外来医師過多区域について周知を行うこと。 

 

３ 開設事前届出及び要請等 

（１） 開設事前届出 

２の指定を受けた区域（以下「外来医師過多区域」という。）において、無床診療所（医

業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しない診療所をいう。以下同

じ。）を開設しようとする者は、やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合を除

き、当該無床診療所を開設する日の６月前までに、厚生労働省令で定めるところにより、

当該外来医師過多区域における地域外来医療の提供に関する意向その他の厚生労働省令

で定める事項を都道府県知事に届け出なければならないものとし、届出をせず、又は虚

偽の届出をした者は、30万円以下の過料に処するものとする。（新法第30条の18の６第３

項及び第92条関係） 

また、「やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合」、「厚生労働省令で定める

ところ」及び「厚生労働省令で定める事項」については、それぞれ以下のとおりとする。

（新規則第30条の33の20の２第５項から第７項まで関係） 

① やむを得ない場合 

無床診療所を開設しようとする者が、当該無床診療所を開設する日の６月前までに行

う新法第30条の18の６第３項の届出（以下「開設事前届出」という。）に関する「やむを

得ない場合」は、以下のとおりとする。 

⑴ 外来医師過多区域における無床診療所の廃止が予期されなかったものである場合で

あって、その開設者以外の者が当該無床診療所の所在地で直ちに無床診療所を開設し

ようとすることについてやむを得ない事情があると当該無床診療所の開設地の都道府

県知事が認める場合 

⑵ 都道府県その他の行政機関の求めに応じて外来医師過多区域において無床診療所を

開設しようとする場合であって、当該無床診療所を開設する日の６月前までに開設事

前届出を行うことができないことについてやむを得ない事情があると当該無床診療所

の開設地の都道府県知事が認める場合 

⑶ ⑴・⑵のほか、外来医師過多区域において無床診療所を開設する日の６月前までに

開設事前届出を行うことができないことについてやむを得ない事情があると当該無床

診療所の開設地の都道府県知事が認める場合 

※ 「やむを得ない場合」の対象となる場合について、例えば、⑴は、親が開設していた無床診療所
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について、当該親の死亡によりその子が急遽承継する場合等、予期せず前任の開設者が不在となっ

て事業承継が必要となった場合、⑵は、都道府県等から、地域で不足する医療の提供の求めがあり、

その求めに応じて無床診療所を開設する場合など、外来医師過多区域における無床診療所の開設事

前届出義務に関する例外を設けることとする。 

② 届出事項等 

開設事前届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによ

って行うものとする。 

     ※ 開設希望者は、都道府県への事前相談を行った上で、開設事前届出を行うこととする。 

⑴ 届出者の住所及び氏名（法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地） 

⑵ 無床診療所を開設しようとする者が届出者以外の者であるときは、その開設しよう

とする者の住所及び氏名（法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地） 

⑶ 開設予定の無床診療所の名称 

⑷ 開設予定の場所 

※ 具体的な住所が定まっていない場合は、市区町村名等、都道府県が地域外来医療の提供の求め

に係る判断に当たって必要な、可能な限り詳細な地域を記載すること。複数の候補がある場合は、

そのいずれも記載すること。 

⑸ 診療を行おうとする科目 

⑹ 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員 

⑺ 開設の予定年月日 

※ 日にちが未定の場合は予定年月を記載すること。 

⑻ 開設予定の場所に係る外来医師過多区域における地域外来医療の提供に関する意向

の有無 

⑼ 地域外来医療を提供する意向があるときは、提供する予定の地域外来医療の内容（当

該提供の頻度及び時期に関する事項を含む。） 

⑽ 地域外来医療の提供に関する意向がないときは、その理由 

（２） 外来医療の協議の場における協議への参加等の求め 

都道府県知事は、外来医師過多区域において、開設事前届出をした者その他厚生労働

省令で定める者（以下「届出者等」という。）が当該外来医師過多区域における地域外来

医療の提供をしない意向を示しているときは、当該届出者等に対し、外来医療の協議の

場における協議に参加し、当該提供をしない理由その他の厚生労働省令で定める事項（以

下「理由等」という。）について説明をするよう求めることができるものとする。（新法

第30条の18の６第４項関係） 

また、「その他厚生労働省令で定める者」及び「その他の事項」については以下のとお

りとする。（新規則第30条の33の20の２第８項及び第９項関係） 

① その他厚生労働省令で定める者 

新法第30条の18の６第４項に規定する厚生労働省令で定める者は、外来医師過多区

域において無床診療所を開設しようとする者又は無床診療所を開設した者であって、

以下のとおりとする。 

⑴ 開設事前届出を行わなければならなかった者であって、当該届出を行わなかった者 

⑵ （１）①⑴の場合に該当する者 
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⑶ （１）①⑵又は⑶の場合に該当する者であって、当該無床診療所の開設地の都道府

県知事が開設事前届出が必要であると認めた者 

※ ⑵の者は、事業承継が終わった後に届出を求めること。⑴～⑶の者が地域外来医療の提供をしな

い意向を示しているときは、外来医療に関する協議の場への参加を求めること。 

② その他の事項 

新法第30条の18の６第４項に規定する厚生労働省令で定める事項は、無床診療所に

ついて、その開設地に係る外来医師過多区域における地域外来医療の提供をしない理

由、当該外来医師過多区域において開設が必要である理由及び提供する医療の具体的

な内容とする。 

※ 外来医療に関する協議の場において、届出者等に対して、地域外来医療を提供しない理由等の説

明を求めることや、地域外来医療を提供するよう働きかけることの重要性に鑑み、届出者等に対し

て参加を求める外来医療に関する協議の場は、原則として対面又はオンラインで開催することとし、

都道府県における手続き上やむを得ない場合は持ち回り開催や書面による開催等の対応も可能と

する。 

※ 外来医療に関する協議の場の開催頻度については、開設事前届出の提出後、届出内容の確認、地

域外来医療の提供の要請（原則として２週間程度の期限）、厚生局への通知の期間が必要であり、

こうした状況に鑑みると、少なくとも３か月に１回は外来医療に関する協議の場を開催することが

必要であると想定される。外来医療に関する協議の場の効果的・効率的な運用の観点から、必要に

応じて外来医療に関する協議の場の下にワーキング等を設置することが考えられる。 

（３） 外来医療の協議の場における協議への参加等 

届出者等は、（２）により都道府県知事から求めがあったときは、当該協議の場におけ

る協議に参加し、理由等について説明をするよう努めなければならないものとする。（新

法第30条の18の６第５項関係） 

（４） 要請 

都道府県知事は、（３）の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められ

ないときは、届出者等に対し、期限を定めて、当該外来医師過多区域における地域外来

医療の提供をすべきことを要請することができるものとする。（新法第30条の18の６第

６項関係） 

（５） 都道府県医療審議会への出席等の求め 

都道府県知事は、（４）の要請を受けた届出者等により開設された無床診療所の開設者

又は管理者が、当該要請に係る地域外来医療の提供をしていないと認めるときは、当該

開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよ

う求めることができるものとする。（新法第30条の18の６第７項関係） 

（６） 都道府県医療審議会への出席等 

当該無床診療所の開設者又は管理者は、（５）により都道府県知事から求めがあったと

きは、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう努めなければなら

ないものとする。（新法第30条の18の６第８項関係） 

（７） 勧告 

都道府県知事は、（６）の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められ

ないときは、当該無床診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を
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聴いて、外来医師過多区域における地域外来医療の提供をすべきことを勧告することが

できるものとする。（新法第30条の18の６第９項関係） 

（８） 公表 

都道府県知事は、（７）の勧告をした場合において、当該勧告を受けた無床診療所の開

設者又は管理者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができるものとす

る。（新法第30条の18の６第10項関係） 

（９） 厚生労働大臣への通知 

都道府県知事は、（４）の要請を受けた届出者等がこれに応じなかったとき、（７）の

勧告をしたとき又は当該勧告を受けた無床診療所の開設者若しくは管理者がこれに従わ

なかったときは、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。（新法第30条の18の６第

11項関係） 

また、当該通知に当たっては、別添様式例を参照されたい。 

 

４ 開設許可申請及び開設届出の事項追加 

医療法施行規則第１条の14第１項の開設許可申請について、開設者が外来医師過多区域

において、無床診療所を開設しようとするもの（３（１）①⑵又は⑶の場合に該当する者

であって、開設事前届出を行わないことについてやむを得ない事情があると当該無床診療

所の開設地の都道府県知事が認めた者を除く。）であるときは、開設事前届出、外来医療に

関する協議の場における協議及び３（４）の要請（以下単に「協議及び要請」という。）に

係る事項を記載した申請書を提出することとする。開設届出についても同様とする。（新規

則第１条の14第１項第17号及び第４条第２号関係） 

 

５ 外来医師過多区域における無床診療所の開設に関する手続き 

外来医師過多区域における無床診療所の開設に関する規定は上記のとおりであるが、そ

の具体的な手続きについては、以下の流れによって行うこととする。 

① 開設希望者は、やむを得ない場合を除き、都道府県に、開設６月前までに開設事前

届出を行う。 

② 都道府県は、当該届出に係る事項を確認した上で、地域外来医療の提供をしない意

向を示しているときは、届出者等に対して、外来医療に関する協議の場における協議

への参加等を求めることができる。 

③ 届出者等は、当該協議の場における協議に参加し、理由等について説明するよう努

める。 

④ 都道府県は、③の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められない

ときは、届出者等に対し、原則２週間の期間を定めて、地域外来医療の提供をすべき

ことを要請することができる。 

※ なお、当該協議の場における協議において、届出者等が地域外来医療を提供する意向を示した

場合、又は届出者等における当該理由等がやむを得ないものと認められた場合には、都道府県は、

その確認をした旨の書面を、届出者等に対して交付することが望ましい。 

⑤ 届出者等は、その期間内に要請に対する返答をする。 

⑥ 都道府県は、当該返答が要請に応じない旨であった場合には、開設２月前までに、



7 

 

地方厚生（支）局の都道府県事務所に対して、その旨を通知する（別添様式例を参照

のこと）。 

※ なお、届出者等からの返答が、要請に応じる旨であるか要請に応じない旨であるかにかかわら

ず、都道府県は、その確認をした旨の書面を、届出者等に対して交付することが望ましい。 

⑦ 開設者は、保健所等に、開設事前届出、協議及び要請に係る事項を記載して開設許

可申請又は開設届出を行う。 

⑧ 保健所等は、当該記載を確認した上で、許可書又は届書を交付する。 

※ なお、保健所等は、必要に応じて、開設事前届出の写し等の添付を求めることや、都道府県担

当者に連絡するなどの方法により、当該項目の真正性を確認することとすることが望ましい。 

※ 以降の流れとして、開設者は、許可書又は届書を添付して、地方厚生（支）局の都道府県事務

所に保険医療機関の指定申請を行うこととなる。 

 

６ 外来医師過多区域における無床診療所の開設以降における勧告等の手続き 

外来医師過多区域における無床診療所の勧告等の規定は上記のとおりであるが、その開

設後における勧告等の具体的な手続きについては、以下の流れによって行うこととする。 

（１）開設３年目までの流れ 

① 都道府県は、５④の要請に応じなかった無床診療所の開設者又は管理者に対して、

年１回程度（開設１年目及び２年目）、外来医療の協議の場への参加又は都道府県医療

審議会への出席を求め、地域外来医療の提供状況を確認する。 

その際、地域外来医療を提供していることが確認された場合又は理由等がやむを得

ないものと認められた場合には、遅くとも開設日から保険医療機関の指定年数（３年）

を経過する日の２月前に、地方厚生（支）局の都道府県事務所に対して、その旨を通

知する（別添様式例を参照のこと）。 

※ なお、当該都道府県医療審議会又は外来医療の協議の場において、開設者又は管理者が、地域

外来医療を提供していることが確認された場合又は理由等がやむを得ないものと認められた場

合には、都道府県は、その確認をした旨の書面を、開設者又は管理者に対して交付することが望

ましい。 

② 都道府県は、５④の要請に応じなかった届出者等により開設された無床診療所の開

設者又は管理者が、開設３年目において、当該要請に係る地域外来医療の提供をして

いないと認めるときは、当該開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会に出席し、

理由等について説明をするよう求めることができる。 

③ 当該無床診療所の開設者又は管理者は、②により都道府県から求めがあったときは、

都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう努めなければならない。 

④ 都道府県は、③の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められない

ときは、当該無床診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴

いて、外来医師過多区域における地域外来医療の提供をすべきことを勧告することが

できる。勧告に当たっては、１～２週間の期間を設けることが望ましい。 

⑤ 都道府県は、当該勧告をした場合には、開設日から保険医療機関の指定年数（３年）

を経過する日の２月前まで速やかに、地方厚生（支）局の都道府県事務所に対して、

その旨を通知する（別添様式例を参照のこと）。 
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⑥ 開設者又は管理者は、地域外来医療を提供している場合には、その期間内にその旨

の返答をする。 

⑦ 都道府県は、当該返答を受け、その実績を確認した場合には、開設日から保険医療

機関の指定年数（３年）を経過する日の２月前までに、地方厚生（支）局の都道府県

事務所に対して、その旨を通知する（別添様式例を参照のこと）。 

※ なお、都道府県は、開設者又は管理者に対して、その実績を確認した旨の書面を交付すること

が望ましい。 

⑧ 都道府県は、④の勧告をした場合において、当該勧告を受けた開設者又は管理者が

これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

（２）開設４年目以降の流れ 

① 都道府県は、（１）④の勧告に従わなかった開設者又は管理者に対して、保険医療機

関の次回指定までの期間に、年１回程度、外来医療の協議の場への参加又は都道府県

医療審議会への出席を求め、地域外来医療の提供状況を確認する。 

その際、地域外来医療を提供していることが確認された場合又は理由等がやむを得

ないものと認められた場合には、遅くとも保険医療機関の指定年数（３年又は２年）

を経過する日の２月前に、地方厚生（支）局の都道府県事務所に対して、その旨を通

知する（別添様式例を参照のこと）。 

※ なお、当該外来医療の協議の場又は都道府県医療審議会において、開設者又は管理者が、地域

外来医療を提供していることが確認された場合又は理由等がやむを得ないものと認められた場

合には、都道府県は、その確認をした旨の書面を、開設者又は管理者に対して交付することが望

ましい。 

② 都道府県は、①において、開設者又は管理者が地域外来医療を提供していないこと

が確認され、また、やむを得ない理由等が認められていない場合には、保険医療機関

の指定最終年度に、開設者又は管理者に対して、勧告に従っていない旨を通知する。

通知に当たっては、１～２週間の期間を設けることが望ましい。 

③ 都道府県は、当該通知をした場合には、保険医療機関の指定年数（３年又は２年）

を経過する日の２月前まで速やかに、地方厚生（支）局の都道府県事務所に対して、

その旨を通知する（別添様式例を参照のこと）。 

④ 開設者又は管理者は、地域外来医療を提供している場合には、その期間内にその旨

の返答をする。 

⑤ 都道府県は、当該返答を受け、その実績を確認した場合には、開設２月前までに、

地方厚生（支）局の都道府県事務所に対して、その旨を通知する（別添様式例を参照

のこと）。 

※ なお、都道府県は、開設者又は管理者に対して、その実績を確認した旨の書面を交付すること

が望ましい。 

⑥ 都道府県は、⑤の通知をした場合において、勧告に従っていない開設者又は管理者

が地域外来医療を提供していることが確認できなかったときは、その旨の公表を継続

することができる。 

 

７ 検討規定 
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政府は、施行後３年を目途として、外来医師過多区域において、新たに開設された無床診

療所の数が廃止された無床診療所の数を超える区域がある場合には、当該区域における新た

な無床診療所の開設の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる

ものとする。（改正法附則第２条第１項関係、令和８年４月１日施行） 

 

 

以上



別 添 

（様式例） 
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 年  月  日 

（文書番号）第  号 

通 知 書 

外来医師過多区域での無床診療所に係る開設事前届出の対象者における、地域外来医療

の提供に係る要請・勧告に関する状況は次のとおりであることから、その旨通知します。 

1．基本情報

届出者等（※）の住所：

届出者等の氏名：

届出者等の連絡先：

診療所の住所：

診療所の名称：

診療所の連絡先：

診療所の開設年月日：

（※） 医療法第 30 条の 18の６第４項に規定する届出者等又は開設者若しくは管理者をいう。

2．報告区分 

報告区分 

（参考） 

保険医療

機関の 

指定期間 

該当する

区分に○

を記入 

初回 

指定時 

(開業前) 

１ 期限までの要請に応じない ３年 

再指定時 

(初回指定 

期間中) 

２ 要請に応じ、地域外来医療を提供している ６年 

３ 
要請された地域外来医療を提供しないことに 

ついて、やむを得ない理由等がある 
６年 

４ 

要請に応じていないため、勧告した 

（その後、本指定期間中に勧告に従った場合は 

年  月  日までに再度通知する） 

３年 

(６年) 

再々指定 

以降時 

(再指定以

降期間中) 

５ 勧告に従い、地域外来医療を提供している ６年 

６ 
勧告された地域外来医療を提供しないことに 

ついて、やむを得ない理由等がある 
６年 

７ 

勧告に従っていない 

（その後、本指定期間中に勧告に従った場合は 

年  月  日までに再度通知する） 

２年 

(６年) 



事 務 連 絡 

令 和 ８ 年 ３ 月 1 9日 

公益社団法人日本医師会 御中 

厚生労働省医政局地域医療計画課 

「医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整 

備等に関する省令の一部の施行（地域における医療及び介護の総合的な確保の 

促進に関する法律第７条の２第２項関係）について（通知）」について 

 標記について、別添のとおり、各都道府県知事、保健所設置市長、特別区長

宛てに通知を発出しましたので、その内容について御了知いただくとともに、

貴下団体会員等に対する周知方よろしくお取り計らい願います。 

C
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令和８年３月19日 

医政発0319第18号 

障発0319第１号 

都道府県知事 

各 保健所設置市長   殿 

特 別 区 長 

厚 生 労 働 省 医 政 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

（ 公 印 省 略 ） 

医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の

整備等に関する省令の一部の施行（地域における医療及び介護の総合的な

確保の促進に関する法律第７条の２第２項関係）について（通知） 

令和７年12月12日に公布等された「医療法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第87号。

以下「改正法」という。）に基づき、医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生

労働省関係省令の整備等に関する省令（令和８年厚生労働省令第28号。以下「改正省令」と

いう。）が本日公布され、その一部（改正省令第２条及び第６条関係）については本日から施

行される。 

この改正の趣旨等は下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内の関係機関等に対し、

その周知を図るとともに、その運用に遺憾なきを期されたい。 

なお、運用の詳細については、別途示すものとする。 
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記 

 

第一 改正の趣旨 

 改正法による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平

成元年法律第64号。以下「新法」という。）において、以下の規定が追加され、公布日施行及

び令和９年４月１日廃止とされた。 

（１） 都道府県は、その地域の実情を踏まえ、医療機関がその経営の安定を図るために緊

急に病床数を削減することを支援する事業を行うことができるものとする。（新法第７

条の２第１項関係） 

（２） 都道府県は、医療機関が（１）の事業に基づき病床数を削減したときは、厚生労働

省令で定める場合を除き、医療計画において定める基準病床数を削減するものとする。

（同条第２項関係） 

改正省令において、本規定のうち、厚生労働省令で定める場合を定めるものである。 

 

第二 改正の主な内容 

１ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則（平成元年厚生

省令第34号） 

 以下の病床の数について、基準病床数を削除した場合を除くこととする規定を新設するこ

ととし、これを時限的な措置とするため、令和９年４月１日に廃止する。（改正省令による

改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第７条の２

関係） 

（１） 医療法（昭和23年法律第205号）第30条の４第10項から第12項までの規定に基づき

行った許可に係る病床の数（医療法施行令（昭和23年政令第326号）第５条の３第２項

若しくは第５条の４第２項の規定に基づき厚生労働大臣の同意を得た数又は同令第５条

の４の２第２項に基づき都道府県知事が必要と認めた数を超えるときは当該厚生労働大

臣の同意を得た数又は当該都道府県知事が必要と認めた数に限る。） 

（２） 以下に掲げる病床の数 

イ 医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第30条の33第１項第１号に規定する病

院又は診療所の病床の数（当該病床の種別ごとに新法第７条の２第１項に規定する事

業に基づき削減した病床数に１から同号の式により算定した数を控除した数（当該数

が、0.95以上であるときは１）を乗じて得た数に限る。） 

ロ 放射線治療病室の病床の数 

ハ 国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床の数 

ニ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律（平

成15年法律第110号）第16条第１項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた指定入

院医療機関である病院の病床の数（同法第42条第１項第１号又は第61条第１項第１号

の決定を受けた者に対する同法による入院による医療に係るものに限る。） 

（３） 国家戦略特別区域法（平成25年法律第107号）第14条第一項の規定に基づき行った

許可に係る病床の数（同条第２項に規定する病床の数を超えるときは当該数に限る。） 
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（４） 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律（平

成18年法律第84号）附則第３条第１項及び第２項各号に規定する病床の数 

 

２ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律施行規則（平成６年厚生省令第63号） 

 １の改正による条の移動に伴う所要の改正を行う。（改正省令による改正後の中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に

関する法律施行規則第18条の７第４号関係） 

 

 

以上 
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